
○
環
境
省
令
第
十
一
号

農
用
地
の
土
壌
の
汚
染
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

農
用
地
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
要
件
に
係
る
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
量
の
検
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
農
林

省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
検
定
に
係
る
農
用
地
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
農
用
地
の
面
積
の
二
・
五

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
一
点
の
割
合
で
」
を
「
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

検
定
に
係
る
農
用
地
の
面
積
の
お
お
む
ね
二
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
一
箇
所
の
割
合
で
、
試
料
を
採
取
す
る
ほ
場
を
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選
定
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
ほ
場
の
中
央
地
点
及
び
当
該
ほ
場
内
の
そ
の
他
の
四
地
点
に
生
育
し
て
い
る
稲
を
採

取
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
五
地
点
に
お
い
て
地
表
か
ら
お
お
む
ね
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
壌
を
採
取
す
る
こ
と
。

三

前
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
稲
に
付
着
し
て
い
る
土
壌
等
を
除
去
し
、
当
該
稲
を
風
乾
し
た
後
、
ま
と
め
て
脱
穀

及
び
も
み
す
り
を
し
て
得
た
米
を
精
選
す
る
こ
と
。

四

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
土
壌
を
風
乾
し
た
後
、
非
金
属
製
の
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
目
の
ふ
る
い
を
通
過
さ

せ
て
得
た
土
壌
を
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
重
量
混
合
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
行
な
い
」
を
「
行
い
」
に
、
「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




